
この冊子では、返還の必要がある奨学金について説明しています。

2025年度在学者用

（大学院）

2025年度（令和7年度）４月1日

在学中に奨学金を希望する皆さんへ

無利子貸与奨学金（定期採用・緊急採用）

第一種奨学金
授業料後払い制度（修士課程相当のみ）

第二種奨学金
入学時特別増額貸与奨学金

有利子貸与奨学金（定期採用・応急採用）

貸与奨学金案内

奨学金確認書兼
地方税同意書

別途、大学院から受け取ってください

朱書き等の追記事項は大阪大学での申請で特に重要な箇所です。よく確認してください。 
　

緊急採用・応急採用への申請を希望する場合は、43ページからの「第3部 緊急採用・応急採用」 
もよく確認してください。



目 次



　「スカラネット入力下書き用紙」及び「奨学金確認書兼地方税同意書」は別途、大学院から受け取ってください。

【本冊子の用語】
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・「スカラネット入力下書き用紙」はこの奨学金案内と同じ大阪大学ウェブサイトに掲載しています。 
・「奨学金確認書兼地方税同意書」はこの奨学金案内と同じ大阪大学ウェブサイトに掲載している「日本
学生支援機構奨学金　申請要領」に掲載の方法で入手してください。



●奨学金の申込みから返還開始までの流れ

本冊子で説明している内容をピックアップ

大学院（通学・通信問わない）
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「入学時特別増額貸与奨学金」は2025年10月入学者の
み申請可能



　この冊子では、大学院へ進学後に大学院の窓口で申し込みを行う在学採用について説明しています。
貸与奨学金（借入金）には返還の必要があります。

　この冊子をよく読んで、貸与奨学金制度について理解したうえで申込みを行ってください。

はじめに 貸与奨学金を希望する皆さんへ

　 貸与奨学金（借入金）について
あなた自身が「借りる」

学資として必要となる適切な金額を選んで申し込んでください。

返還義務もあなたにあります。
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　1　 貸与奨学金の種類と貸与額

第１部 貸与奨学金制度の概要

４

　　　 7

貸与奨学金の種類 利子 貸与の方法

（※１）（※２）

（※１）

（※３）

（※４）
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↑2025年10月入学者のみ申請可能

大阪大学ウェブサイト「授業料後払い制度」 
（http://osku.jp/n0371）を確認してください。



（1）第一種奨学金

（3）第二種奨学金

7 （2）

（4）入学時特別増額貸与奨学金（一時金）

　2　 対象者
大学院（通学・通信問わない。ただし、授業料後払い制度は修士課程相当に限る。）

535,800 776,000

0 ２ ４

（2）授業料後払い制度
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※2025年10月入学者のみ申請可能



　3　 貸与奨学金の申込資格

①留年中等の人

②過去に奨学金を受けたことがある人

13
③債務整理中の人

④外国籍の人

8 2025 年度在学者用 奨学金案内（大学院）
※「出入国記録」は発行までに約１か月間を要することもあるた
め、該当する方は 至急発行手続きを進めてください。



　4　 募集時期と貸与期間

　5　 貸与奨学金の選考基準

（1）学力基準

（1）定期採用

（2）緊急採用・応急採用
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100

2 3/4

1 ６ 2

2023

299 536 284 197 364 188
340 718 299 223 503 197

（2）家計基準

（3）入学時特別増額貸与奨学金（一時金）　家計基準

公庫が定める「国の教育ローン」の要件

3

2023 １ 12 2024 2024 １ 12
2025

１　
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6  貸与奨学金の交付

【第一種奨学金・第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金】
　奨学金は奨学生本人名義の口座に原則毎月振り込まれます。ただし、入学時特別増額貸与奨学金は第一種奨学金（授
業料後払い制度を含む）・第二種奨学金の採用が決定した月に一回だけ振り込みます。

スカラネットで振込口座情報等の送信内容に誤りがあった場合等は、初回振込みが大幅に遅れることがあります。

保証制度として機関保証制度（18ページ　　 参照）を選択し、かつ初回振込時において奨学金が数か月分ま
とめて振り込まれる場合、奨学金の振込額に応じて機関保証の保証料を算出するため、端数処理の関係で奨学
生証に記載されている保証料月額の整数倍にならないことがあります。

【授業料後払い制度】

保証料相当額

授業料相当額

保証料相当額

授業料支援金

生活費奨学金

授業料後払い
制度

奨学生本人に振込み

【大学院により①②のいずれか】
①学校に振込み、授業料に直接充当
②奨学生本人に振込み

授業料後払い制度の交付の仕組み

毎月振り込む
　  奨学金

（支援対象授業料）
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　授業料後払い制度の「授業料支援金」のうち支援対象授業料（授業料相当額の支援）は、原則として、大学院が指定
する口座（学校指定口座）へ振り込まれます。支援対象授業料が学校指定口座に振り込まれたときは、大学院はその金
額を奨学生の授業料に充当します。ただし、大学院の状況により、学校指定口座に振り込むことができないときや、授
業料に充当できない額が生じたときは、奨学生本人名義の口座に振り込まれることがあります（奨学生本人名義の口座
にしか振り込めない学校もあります）。振込先がどちらになるかは、大学院にご確認ください。
　「生活費奨学金」は、奨学生本人名義の口座に原則毎月振り込まれます。

・初回振込時において奨学金が数か月分まとめて振り込まれる場合、奨学金の振込額に応じて機関保証の保証料を
算出するため、端数処理の関係で奨学生証に記載されている保証料月額の整数倍にならないことがあります。

・スカラネットで振込口座情報等の送信内容に誤りがあった場合は、初回振込みが大幅に遅れることがあります。
・授業料後払い制度を利用する場合であっても、機構が授業料の納付義務を直接負っているわけではありません。
また、支援対象授業料には上限額が設けられているため、授業料に対して不足が生じる場合もあります。授業料
後払い制度を利用する場合（授業料後払い制度に申し込んだ結果、採用されなかった場合も含みます。）の授業
料の納付の方法については、大学院の案内をご確認ください。

・支援対象授業料（授業料相当額の支援）が大学院に振り込まれた場合であっても、奨学生本人に振り込まれた場合
と同様、返還が必要です。
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←大阪大学は原則②



奨学金の振込口座に利用できる金融機関は下表のとおりです。
（1）取扱い金融機関

（2）奨学金振込日

利用できる

金融
機関

口座 本人名義の普通預金（通常貯金）口座 本人以外の名義の口座、貯蓄預金口座、NISA口座、休眠口座、解約した口座

利用できない

日本国内の銀行（ゆうちょ銀行を含む）、
信用金庫、労働金庫、信用組合（一部を除く）
※機構の取扱金融機関であれば、インターネット支店は利用できます。

農協、信託銀行、外資系銀行、インターネット専業
銀行（楽天銀行、PayPay銀行、セブン銀行等）、
その他一部の銀行（SBI新生銀行、あおぞら銀行等）

　7　 利率
（1）利率の算定方法

5

（2）増額貸与利率の算定方法

　奨学金は原則、毎月11日に振り込まれます。振込日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前営業日となります。
ただし、初回振込み時は、貸与始期（９ページ　　 参照、緊急採用・応急採用は46ページ　　 （3）参照）からの月額
がまとめて振り込まれます。
　詳しくは、「貸与奨学生のしおり」（機構ホームページに掲載）で確認してください。
　また、授業料後払い制度の「授業料支援金」のうち支援対象授業料（授業料相当額の支援）は、原則として、大学院
が指定する月（採用される月が学校が指定する月より遅いときは、採用される月）の11日に振り込まれます。
　支援対象授業料は、授業料が生じた時期に奨学生が在籍していた場合、退学等で在籍しなくなっても、振込みがある
場合があります（その場合も返還が必要です）。

4 1
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（3）利率の算定方法の変更手続き

（4）貸与が終了した後に適用される利率について

　8　 元利均等返還

5

（2）10

10 （2）

（2）利率見直し方式における返還の概略図（1）利率固定方式における返還の概略図

元金分

利子分

20年15年10年5年

返
還
額

返
還
額

元金分

20年15年10年5年
利率の上昇 利率の上昇利率の下降

利子分
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9 　 特に優れた業績による返還免除について

　10　 返還方式
（1） 返還方式の種類と概要
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※４　詳細は、以下URLより「【重要】「教員になった者に対する奨学金の返還免除制度（教員免除）」について」を参照。 
　　　　　　　　　　　　http://osku.jp/i0736 

※４

博士後期課程、医歯薬学４年制博士課程、生命機能研究科の第一種奨学金申請者は、「博士課程の第一種奨学金申請 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する確認書」の承諾・提出が必要です。



）（2 「定額返還方式」の割賦方法の選択
毎月の返還のイメージ

●所得連動返還方式と定額返還方式の概要

10

5 5
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（3）返還方式の変更（第一種奨学金のみ）

人的保証制度を選択していた場合は、機関保証制度への変更手続きを同時に行う
ことが必要です。その際、保証料の一括での支払いが必要となります。

貸与期間が終了する年度の一定の期間まで変更することができます（貸与終了後
は変更できません）。

　11　 個人信用情報の取扱いに関する同意

１．申込み～採用決定、振込

２．返還開始～延滞発生

３．会員による個人信用情報の利用

４．機関保証制度加入者の例（延滞が続き、代位弁済とな
　った場合）

 

５．人的保証制度加入者の例（延滞が続き、法的手続きが
　行われ、強制執行となった場合）

【個人信用情報機関への登録の流れ】

日本国際教育支援協会

日本学生支援機構

全国銀行個人信用
情報センター
　　[銀行系 ]

学校
奨学生
（返還者）
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【個人信用情報の取扱いに関する同意条項】　機構における個人信用情報機関への登録及び利用は、貸
与奨学金の返済を延滞した場合のみ行います。

（個人信用情報の利用・登録等）
１．私は、貸与奨学金の返済が延滞した後は、下記の個人情報（その履歴を含む）が機構が加盟する個人信用情報機関
に登録され、同機関及び同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断（返済能力
又は転居先の調査をいう。ただし、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る）のために利用さ
れることに同意します。

　　また、私は、延滞した後は、機構が加盟する個人信用情報機関及び同機関と提携する個人信用情報機関に私の個人
情報（当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録され
る破産等の官報情報等を含む）が登録されている場合には、機構がそれを債権管理（転居先の調査を含む）のために
利用することに同意します。

個人情報 登録期間
氏名、生年月日、性別、住所（郵便不着の有無等を
含む）、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間

貸与金額、貸与日、最終返済日等の本契約の内容及
びその返済状況（延滞、代位弁済、強制回収手続、完
済等の事実を含む）の情報

延滞発生から本契約期間中及び本契約終了日（完済していない
場合は完済日）から５年を超えない期間

機構が加盟する個人信用情報機関を利用した日及び
本契約又はその申込みの内容等 当該利用日から１年を超えない期間

官報の情報 破産手続き開始決定を受けた日から７年を超えない期間
登録情報に関する苦情を受け調査中である旨の情報 当該調査中の期間
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告の情報 本人から申告のあった日から５年を超えない期間

２．私は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵
守状況のモニタリング等、個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関及
びその加盟会員によって相互に提供又は利用されることに同意します。

３．前２項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲
載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います（機構ではできません）。
　①機構が加盟する個人信用情報機関
　　　全国銀行個人信用情報センター
　　　　　https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
　②同機関と提携する個人信用情報機関
　　・（株）日本信用情報機構
　　　　　https://www.jicc.co.jp/
　　・（株）シー・アイ・シー
　　　　　https://www.cic.co.jp/

（代位弁済後の情報提供について）
４．私は、機構に対し、私が保証委託契約を締結した委託先から機構が代位弁済後の完済等の情報を取得し、これを個
人信用情報機関に提供することを依頼し、その情報が個人信用情報機関に登録されることに同意します。

報の取扱い情用信人個「記上、はーシ・イア・ーシ）株（、構機報情用信本日）株（、ータンセ報情用信人個行銀国全） 注（　
に関する同意条項」の「個人情報」に記載されている情報を登録する機関です。日本学生支援機構の業務に関する
質問は受け付けていません。

左記の個人信用情報機関では、
本書面の書き方を含め奨学金に
関するご質問にはお答えできま
せん。
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　12　 保証制度

12 ［人的保証制度］
（1）

12 ［人的保証制度］（4）

保証の変更について

［機関保証制度］
（1）制度の概要

10 （1）

この「返還誓約書」を定められた期限までに提出できない場合は、採用を取り消
すとともに、振込済の奨学金の全額を速やかに返金していただくことになります

3

（2）保証範囲と保証期間

（3）保証料
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（4）保証の申込みから奨学金の貸与・返還まで

（5）保証料の返戻

（6）機関保証と返還

（7）保証機関（協会）による保証債務の履行（代位弁済）及び求償権の行使

学 校

日本国際教育支援協会
（保証機関）

日本学生支援機構

奨学生
本人

（返還者）
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［人的保証制度］
（1）制度の概要

「返還誓約書」（54 ページ　　 参照）を定められた期限までに提出できな
い場合は、採用を取り消すとともに、振込済の奨学金の全額を速やかに返金していただくことになります

3

（2）連帯保証人・保証人の役割

（3）必要な手続き
（4）

（4）連帯保証人・保証人の必要書類（「返還誓約書」提出時）

（5）連帯保証人・保証人の選任条件

～

①連帯保証人の選任条件　【原則、父母】
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←詳細は採用決定後、別途通知します。



（5）

②保証人の選任条件　【原則、おじ・おば・兄弟姉妹等】

　　　　　　　　　　　　　　　　　連帯保証人・保証人の選任条件の例外

21 2025 年度在学者用 奨学金案内（大学院）



「返還保
証書」及び資産等に関する証明書類の提出が必要となります。必ず事前に、その人の収入・所得や資産に関する証明書
類により基準を満たすことを確認してください。

②
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13  再貸与

全ての学校区分を通じて

各々の学校区分において
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第２部 申込手順等

　1　 申込みの流れ

（1）申込関係書類の受取り

（4）スカラネットによる申込み

（2）選択事項（貸与月額、振込口座、利率の算定方法等）の決定

項目 参照ページ 項目 参照ページ
奨学金の申込情報
奨学金の貸与額
奨学金振込口座

26ページ●奨学金申込情報
7ページ　　 参照
11～12ページ　　 参照

利率の算定方法
保証制度
返還方法

12～13ページ　　 参照
18～22ページ　　　 参照
14～16ページ　　　 参照10

121
6

7

（3）「スカラネット入力下書き用紙」の記入、27ぺージに記載の必要書類の準備
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大阪大学では申請手順等を一部変更しており、朱書きにて訂正しています。

→入手方法は「申請要領」を参照。

※詳細は「申請要領」で確認してください。

→ 「申請要領」にて通知しています。

※「申込ID」は、申請完了後の申請内容の確認や選考結果の確認
などで再ログインする際に必要です。大切に保管してください。

※

※必要書類は「必要書類等確認書」で確認してください。



（5） スカラネット入力完了

（6）インターネットによるマイナンバーの提出

（7）「奨学金確認書兼地方税同意書」の郵送

（8）27ページに記載の必要書類の提出

【注意】該当者のみ：大学院より追加の書類の提出指示

3

- 申込手続き完了 -

「奨学金確認書兼地方税同意書」に自署をする配偶者とスカラネットへ入力する配偶者は、一致しなければなり
ません。一致しない場合は選考が遅れることがあります。

7
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※必要書類は「必要書類等確認書」で確認してください。

申請内容の不備等の有無をメールにて通知します。指示に従って所定期限までに不備を解消してください。  

提出書類の不備解消

【注意】(5)・(6)・(8)は大阪大学所定の期限厳守です。 
期限が迫っている場合は、(7)より(8)を優先し、(5)・(6)・(8)すべてを所定期限内に完了させてください。

大学所定の期限が
迫っている場合は、 
(8)を優先して行って
ください。



第１希望：第一種もしくは後払い 第２希望：第二種

第１希望：第一種もしくは後払いと第二種（併用）第２希望：第一種もしくは後払い

第１希望：第一種もしくは後払いと第二種（併用） 第２希望：第一種もしくは後払い
第３希望：第二種

第１希望：第一種もしくは後払いと第二種（併用） 第２希望：第二種

第１希望：第一種と第二種（併用）第２希望：第二種への変更

第１希望：第一種もしくは授業料後払い制度と第二種（併用）
第２希望：第一種もしくは授業料後払い制度への変更
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　2　 必要書類と提出先の確認

2

5

12

12
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※この表のほか、別途大学が指定する必要書類については、 
「必要書類等確認書」で確認してください。

※７は、申込時には提出不要。 
　採用後に要提出。



　3　 入学時特別増額貸与奨学金を受けるための手続きの流れ
5

5

入学時特別増額貸与奨学金の振込みまでには時間を要する場合があり
ます。

≪1≫　入学時特別増額貸与奨学金の貸与を受けるための要件と交付時期

≪2≫　入学時特別増額貸与奨学金の書類提出必要者（貸与額算定基準額が0円を超える人）
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「入学時特別増額貸与奨学金」の貸与希望者は、「上記(１)・(２)の全員、申請時に」以下の表（ア）～（ウ）の資料を大学院に
提出する必要があります。ただし、日本学生支援機構の審査状況によっては、後日追加の書類提出等が求められる場合があります。

申請時に提出が必要な書類【「入学時特別増額貸与奨学金」申請者全員】

(併用貸与を含む）

貸与希望者全員



　4　 転職等により収入が減少した場合
5

【転職後の収入を用いて審査を行う流れ】

収入を証明する書類の提出が必要です。
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※「緊急・応急採用」は該当しません。 
※　退職は該当しません。



転職後に減収した収入により、書面による再審査を希望する場合のスカラネット入力

転職しているが、減収していない場合

　

　

　

①

②

③
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再審査のための書面審査が必要となった場合の提出書類 

提出が必要となった場合は、大学院から提出依頼があります。
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5 進学前離職の特例措置について

　申込者本人が進学のために進学前1年以内に離職又は無給休職したことにより収入が減少している場合は、以下の特例

措置を適用し、家計基準の判定を行います。

　以下のいずれにも該当する申込者本人を対象とします（配偶者は本取扱いの対象となりません）。

　家計基準は、住民税情報に基づく貸与額算定基準額により判定を行います。その際、貸与額算定基準額は、2024年度の住

必要書類 概要

（様式）進学前離職の特例措置に係る申請書 様式は大学院から受け取ってください。

次の（１）～（５）のいずれかの書類
（１）会社発行の離職（退職）証明書
（２）雇用保険被保険者離職票（写し）
（３）雇用保険受給資格者証（写し）
（４）退職（離職）日の記載がある源泉徴収票（写し）
（５）休職日の記載がある休職証明書（無給であること

がわかるもの）

入学する日の前1年以内の離職（退職）日※と、離職
（退職）者として学生本人の氏名の記載が必要です。
※休職している場合は、休職日

（1）特例措置の概要

（2）特例措置適用の対象者

（3）申請方法

民税情報（2023年1月～12月分）（秋に申し込む場合は2025年度の住民税情報（2024年1月～12月分））に基づいて算定す

るため、申込者本人が進学に伴い離職または休職（無給の場合に限ります。以下、無給休職といいます。）したことにより

収入が減少している場合に、実態との乖離が生じることになります。

　このため、大学院に入学する日の1年前から前日までに離職又は無給休職した申込者本人の所得を選考に算入しない特

例措置を適用することで、経済的支援の公平性の確保を図ります。

　なお、当該特例措置の適用の認定を受けても、申込者本人に配偶者がいる場合には配偶者の所得の状況等により、不採

用となる場合もあります。

　スカラネットで申請し、次の書類を大学院に提出してください。

□　2025年度又は2024年度に大学院へ1年次として進学し、かつ進学した日の1年前から前日までに離職又は無給
休職した方。

＜2025年度入学の場合＞
□　2025年度大学院在学定期採用（春）で申し込む学生本人に、2024年度（2023年1月～12月分）の住民税が課

されていること。
□　2025年度大学院在学定期採用（秋）で申し込む学生本人に、2025年度（2024年1月～12月分）の住民税が課

されていること。

<2024年度入学の場合>
□　2025年度大学院在学定期採用（春）で申し込む学生本人に、2024年度（2023年1月～12月分）の住民税が課

されていること。
※2025年度大学院在学定期採用（秋）で申し込む場合は対象外です。

※一般的に、申込者本人の年収が100万円（勤労学生控除の適用を受けていた場合、124万円）を超えると住民税が
課税されるとされています。

※緊急採用・応急採用に申し込む場合は、スカラネット入力完了日（申請日）が４月～９月の場合は「定期採用（春）」に、
10月～３月の場合は「定期採用（秋）」に該当します。
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←この様式は大学院にて作成します。 
以下(1)～(5)のいずれかのみ提出してください。



進学前離職の特例措置による審査を希望する場合のスカラネット入力

離職又は無給の休職をしているが、大学院へ入学する日の前1年以内でない場合

　

　

33 2025 年度在学者用 奨学金案内（大学院）



　6　 スカラネットによる申込み
大学院から指定された申込期限までに、

（1）スカラネットの動作確認済み環境

（2）スカラネット入力に関する注意事項

（3）

（3）文字入力
　使用不可な文字
氏名は原則、住民票の記載どおりに入力してください。

　文字数の制限（本人氏名欄、配偶者欄）
全角５文字 全角15文字

途中で切らずにフルネームを入力してください
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←「申請要領」にて通知しています。



■ スカラネットにアクセス ■ 識別番号入力

■ 申込選択 ■ アカウント情報の登録

（4）スカラネット初回ログイン

「（1）定期採用（1次又は2次）」
「（2）緊急採用・応急採用」
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↑「申請要領」にて通知しています。



（5）申込内容の入力

■ アカウント情報の登録（続き） ■ アカウント情報の登録（続き）

■ メインメニュー

■ 申込内容の入力

36 2025 年度在学者用 奨学金案内（大学院）



■ 申込内容の確認・訂正 ■ 申込内容の送信

■ 受付番号の確認

■ メインメニューに再ログインすると
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24ページ参照



　7　 マイナンバー提出等の手続き

選考に必要な情報をマイナンバーで取得できない場合

ア．国内に居住していない場合

イ．海外赴任等によりマイナンバーを提出できない場合
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（1）マイナンバー提出用サイトへのログイン

（2）必要情報の入力

■スカラネット「メインメニュー」画面にアクセス

「個人番号（マイナンバー）の提出等」ボタン

「個人番号（マイナンバー）の提出等」ボタン

！ マイナンバー提出等の手続きは、あなたが行います。
マイナンバー提出用サイトでは、あなたと配偶者

（いる場合のみ。以下同じ。）のマイナンバーを入力
し、提出 それをしてよいのは、奨学金を
申し込むあなただけ

■ スカラネットで入力した情報の確認

「確認しました」

「確認しました」

■ マイナンバー提出可否の選択

「提出できます」

「提出できません」

「次へ」ボタン

原則として「提出できます」を選択して
ください。！
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※大学で修正した情報はこの画面に 
反映されませんが、手続きを進めてください。

問合せフォームで連絡してください。http://osku.jp/p0438



■ 住民票住所の入力

「住所検索」ボタン

「申込者本人と同
じ住所を自動表示する」ボタン

「提出できません」

■ マイナンバーの提出

「個人番号を表示」
ボタン

「個人番号を表示」ボタン

「提出できません」

【マイナンバーを確認できる書類】

「次へ」ボタン

「次へ」ボタン

参考：一時保存

※入力したマイナンバーは「個人番号を表示」ボタンを
　押している間だけ表示される。
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■ 入力内容の確認及び送信

「個人番号を表示」ボタン
「～

を訂正する」ボタン

「送信」ボ
タン

「提出できません」
「送信」ボタン

「送信」
ボタン 「閉じる」ボタン

■ マイナンバー提出等の手続き完了
「送信」ボタン

■ 手続き完了後の「メインメニュー」画面表示

「個人番号（マ
イナンバー）の提出等」ボタン

「送信」ボタンを押す前に必ずご確認くだ
さい！
「送信」ボタン

あなたと配偶者のマ
イナンバーが逆に入力されていないか お手元の書類
の記載どおりに入力しているか

！

入力内容に誤りがあると、奨学金の選考が
遅れます！

「送信」ボタン

！
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（3）マイナンバーの再提出

「未提出（人物変更）」
前記（2） 「個人番号（マイナンバー）の提出等」

ボタン 「提出済（人物変更）」

■ 配偶者を追加又は誤って配偶者として入力した人物を変更した場合

「未提出（要再提出）」
前記（2） 「個人番号（マ

イナンバー）の提出等」ボタン 「提出済（再提出）」

■ 提出したマイナンバーが誤っていた場合

マイナンバーの再提出が必要となった場合は、36ページで登録したあなたのメールアドレスに、メールでお
知らせします。スカラネット入力完了後も、登録したメールアドレスは削除しないようにご注意ください。

！
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該当する場合のみ
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　1　 採用決定

　2　 奨学生採用に係る書類の交付

第４部 奨学金の貸与開始～返還

3

出提の」書約誓還返「 　3 　

期限までに提出しない場合は、採用を取り

消すとともに、振込済の奨学金の全額を速やかに返金していただくことになります。

●返還誓約書と同時に提出することが必要な書類

12 【人的保

証制度】（4）

（2）10
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最短で2025年12月11日頃（予定）。 
選考状況によっては2026年1月以降となる場合があります。

選考結果通知を受けた月の月末頃に送付予定。
詳細は、採用決定時に別途通知します。

選考結果通知を受けた月の翌月上旬～中旬までに提出が必要。 
詳細は、上記の採用に係る交付書類にて別途通知します。



　4　 奨学金貸与中の手続き・注意事項

（1）貸与を受けている間の注意事項

（2）適格認定

　手続きを怠ったり、学業成績が不振等の場合は、奨学生の資格を失い、奨学金の貸与が打ち切られる場合があります。

（3）奨学生採用後に変更できる項目・変更できない項目
［奨学生採用後に変更できる項目］

12

10
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奨学生採用後に変更できない項目

（4）貸与の終了

　5　 貸与終了後の返還

（1）口座振替

（2）返還額の決定と返還開始

7 （1） 10 （2）

7 （2） 5 （6）

8 5 （7）

10 （1）

（3）住所等に変更があった場合

（4）繰上返還を希望する場合

（5）返還完了のお知らせ
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（6）月賦返還の例
第一種奨学金

第二種奨学金（４月から貸与を始める場合）
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（7）「奨学金貸与・返還シミュレーション」について

2020

2025
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（8）返還が困難な場合の救済制度

（9）奨学金の返還を延滞した場合

延滞金の賦課

督促・請求

個人信用情報機関への登録

延滞が長期にわたった場合
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 資料  　奨学金の返還を延滞した場合

　奨学金の貸与が終了すると、その翌月か
ら数えて７か月目に返還が始まります（３
月に貸与終了の場合、10月に返還開始）。
貸与が終了する際は、所定の返還手続き
（56ページ参照）を行うことが必要になり
ます。
　なお、貸与が終了した後も学校に在学す
る場合は、在学猶予の手続きを行ってくだ
さい。また、傷病や経済困難等により返還
が困難となった場合には、減額返還又は返
還期限猶予の救済制度（59ページ参照）利
用を検討する等、延滞とならないよう注意
してください。

奨学金の返還を延滞した場合

返還の督促

延滞の発生

き
続
手
的
法
た
し
通
を
所
判
裁

○　本人へ請求します。
○　連帯保証人・保証人へ通知します（人的保証に限る）。
○　機構が委託した債権回収会社等    が電話による督促をします。注１

注１

○　「本人以外の連絡先」に本人の住所等を照会します
　　（機関保証に限る）。
　　　　　　　　　↓
○　返還に応じない場合は、機構が委託した債権回収会社

が、本人、連帯保証人及び保証人に対し奨学金の回収を
行います。

○　自宅・勤務先に訪問する場合があります。
○　延滞３か月以上の場合、個人信用情報機関注２への登録対

○　延滞金が賦課されます。
（ ページ参照）

人的保証の場合

支払督促申立

仮執行宣言の申立

強 制 執 行

一括返還請求
（支払督促申立予告）

○　督促にもかかわらず返還に応じない場合は、
返還期限が到来していない分を含め、返
還未済額（元金、利子（第二種奨学金及び
入学時特別増額貸与奨学金）、延滞金）の

　 全額を請求します。（「期限の利益の喪失」）
○　また、同時に支払督促申立の予告を行い

ます。

○　民事訴訟法に基づき、裁判所に支払督促
の申立をします。

○　支払督促の申立をしてもなお返還に応じな
い場合は、裁判所に仮執行宣言の申立をし
ます。

○　仮執行宣言の申立をしてもなお返還に応
じない場合は、強制執行の手続きを行い、
給与や財産を差し押さえます。

（連帯保証人・保証人を立てている場合）

代位弁済請求

保証機関からの請求・督促 
注５

強 制 執 行

機関保証の場合

機構からの一括返還請求

○　督促にもかかわらず返還に応じない場合は、
返還期限が到来していない分を含め、返
還未済額（元金、利子（第二種奨学金及び
入学時特別増額貸与奨学金）、延滞金）の全額

　　を請求します。（「期限の利益の喪失」）

○　機構から保証機関（（公財）日本国際教育支
援協会）に対し、返還未済額（元金、利子（第
二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金）、
延滞金）の全額について請求を行います。

際国本合、（公財）日場たれさなが済弁位代　○
教育支援協会から、代位弁済額の一括請
求を行います。（求償権の行使）

○　返済に応じない場合は、（公財）日本国際教
育支援協会が強制執行までの法的手続きを
行い、給与や財産を差し押さえます。

（保証料を支払っている場合）

注４ 注４

権の管理回収を専門とする株式会社のことをいい、通称「サービサー」と呼ばれるものです。

クレジットに関する情報であ
る契約内容、利用状況、返済状況など個人の経済的信用に関する情報）を収集・蓄積し、会員（銀行等）からの照会
に対し信用情報を提供する業務を行う機関です。

期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行を請求されないという債務者の利益のことをいいます。返還期日が到来
するまでは、その返還期日の割賦については請求されることはありません。ただし、期限の利益を喪失すると、返還
期日未到来分を含めて、元金・利子（第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金）・延滞金の全額を一括返還請求さ
れます。

注
３

申立 手続

16象
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参考１ 　機関保証制度の保証料（目安）

（1）第一種奨学金

（2）授業料後払い制度

（3）第二種奨学金

●授業料支援金

●生活費奨学金
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（4）第二種奨学金と入学時特別増額貸与奨学金（30万円を選択した場合）
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参考２　機関保証制度の「保証委託約款」
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申込みに関するお問合せ先

０５７０-６６６-３０１
月曜日～金曜日 9:00～20:00（土・日・祝日・年末年始を除く）

日本学生支援機構奨学金相談センター
奨学金に関する一般的なお問合せの相談窓口です。

おぼえ書き

ホームページの便利なコンテンツ

大学院から指定された申込期限等を記入して、提出もれなどのないようにしておきましょう。

スカラネット入力期限 インターネットによるマイナンバー提出等の手続き期限

申込ID（「奨学金確認書兼地方税同意書」に印刷されています）

でま時）（日月でま時）（日月

）  　 （ 日　　　 月

スカラネット入力完了時の受付番号

―

Z M 2 5

―

日本学生支援機構のホームページにおいて、随時情報を提供しています。奨学金に関するお問合せは、まずホームページをご覧ください。

地方公共団体や企業による奨学金返還支援
奨学金の返還額の一部又は全額を支援している地方公共団体・企業があります。詳しくは日本学生支援機構のホームページにて確認してください。

奨学金のよくある疑問や質問をチャット
ボット等で解決できるQ&Aサイトです。お電話
でのお問合せの前に、是非ご活用ください。

奨学金相談サイト

あなた個人の奨学金情報の閲覧や継続願等の
手続きを行うことができるシステムです。採用されたら
必ず新規登録してください。以前に奨学金の貸与を
受けた方は、返還明細を確認することもできます。

スカラネット・パーソナル（スカラPS）
貸与奨学金の種類、貸与月額、利率など
さまざまな条件で、将来の返還額や
返還回数の試算ができます。

奨学金貸与・返還シミュレーション

地方公共団体による奨学金の
返還支援（地方創生）

企業による奨学金返還支援
（代理返還）

０５７０-001-３20
月曜日～金曜日 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）

マイナンバー提出専用コールセンター
インターネットからのマイナンバーの提出や「奨学金確認書兼地方
税同意書」の作成・提出に関するお問合せ先です。

奨学金https://www.jasso.go.jp 検 索

メールアドレス（初回ログイン時に登録したもの）

「奨学金確認書兼地方税同意書」を郵送した日（インターネットによるマイナンバー提出等の手続き完了後、１週間以内）

ナビダイヤル
全 国 共 通

ナビダイヤル
全 国 共 通

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kigyoshien/
index.html

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/chihoshien/
sosei/seido/index.html

https://www.shogakukinsupport.jp/

https://scholar-ps.sas.jasso.go.jp/mypage/https://simulation.sas.jasso.go.jp/simulation/


